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１．概要  

本資料は，MOX 燃料加工施設の第１回設工認申請のうち，以下の添付書類

における説明事項に関連し，第１回設工認申請の申請対象設備である燃料

加工建屋について，設工認申請対象の考え方について補足説明を行うもの

である。  

・「 V-1-1-7-1 溢水による損傷防止の基本方針」  

本資料では，溢水による損傷防止に関連し，第１回設工認の申請対象設

備となる燃料加工建屋について，技術基準規則の各条文での要求事項との

関係について説明する。  

なお，本資料は第１回設工認申請のうち MOX 燃料加工施設に係る事項を

示しているが，第２回申請以降の再処理施設に対しても同じ考え方を適用

する。  

 

２．溢水による損傷防止における設計方針  

２．１  申請書における記載内容  

溢水による損傷防止としての基本設計方針等について，第１回設工認申

請において，以下の通り示している。  

本文  添付書類  

（溢水防護区画及び溢水経路の設定） 

溢水評価に当たっては，溢水防護

に対する評価対象区画を溢水防護

区画として，以下のとおり設定す

る。  

(1) 評価対象の溢水防護対象設備

が設置されている全ての区画  

(2) 中央監視室等  

(3) 運転員が，溢水が発生した区画

を特定する ためにアクセスする又

は必要により隔離等の操作が必要

な設備にアクセスする通路部  

 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床

段差等又はそれらの組合せによっ

て他の区画と分離される区画とし

て設定する。  

 

 

 

 

溢 水評価に当たって考慮する溢

水経路は，溢水の影響を受けて，溢

水防護対象設備の安全機能を損な

うおそれがある高さ及び溢水防護

区画を構成する壁，扉，堰，床段差

（溢水防護区画及び溢水経路の設定） 

溢水防護区画は，評価対象の溢水防

護対象設備が設置されている全ての

区画，中央監視室，制御第 1室，制御第

4室及び運転員が，溢水が発生した区

画を特定するためにアクセスする又

は必要により隔離等の操作が必要な

設備にアクセスする通路部 (以下「ア

クセス通路部」という。)について設定

する。  

 

 

 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段

差等又はそれらの組合せによって他

の区画と分離される区画として設定

し，溢水防護区画を構成する壁，扉，

堰，床段差等については，現場の設備

等の設置状況を踏まえ，溢水の伝播に

対する評価条件を設定する。  

 

溢水評価に当たって考慮する溢水

経路は，溢水の影響を受けて，溢水防

護対象設備の安全機能を損なうおそ

れがある高さ並びに溢水防護区画と

その他の区画 (溢水防護対象設備が存
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等の設置状況を踏まえ，溢水防護区

画内の水位が最も高くなるように，

より厳しい結果を与える溢水経路

を設定する。  

 

 

 

 

 

 

消 火活動により 区画の防水扉及

び水密扉を開放する場合は，開放し

た防水扉及び水密扉からの消火水

の伝播を考慮する。  

 

 

 

防水扉及び水密扉については，開

放後に確実に閉止すること，閉止状

態を確認すること及び閉止されて

いない状態が確認された場合に閉

止することについて保安規定に定

めて，管理する。  

在しない区画又は通路 )との間におけ

る伝播経路となる防水扉及び水密扉

以外の扉，壁開口部及び貫通部，天井

開口部及び貫通部，床面開口部及び貫

通部，床ドレンの連接状況並びにこれ

らに対する流入防止対策の有無を踏

まえ，溢水防護区画内の水位が最も高

くなるように，より厳しい結果を与え

る溢水経路を設定する。  

 

火災により貫通部の止水機能が損

なわれる場合には，当該貫通部からの

消火水の流入を考慮する。  

消火活動により区画の防水扉及び

水密扉を開放する場合は，開放した防

水扉及び水密扉からの消火水の伝播

を考慮した溢水経路とする。  

防水扉及び水密扉については，開放

後に確実に閉止すること，閉止状態を

確認すること及び閉止されていない

状態が確認された場合に閉止するこ

とについて保安規定に定めて，管理す

る。  

（没水の影響に対する評価及び防護

設計方針）  

想 定した溢水源から発生する溢

水量と溢水防護区画及び溢水経路

から算出した溢水水位に対し，溢水

防護対象設備が安全 機能を損な わ

ないことを評価する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

没 水による影響評価結果を踏ま

え，壁，防水扉及び水密扉，堰，床

ドレン逆止弁の設置等の対策を行

うことにより，溢水防護対象設備が

没水により安全機能を損なわない

（没水の影響に対する評価及び防護

設計方針）  

想定した溢水源から発生する溢水

量と溢水防護区画及び溢水経路から

算出した溢水水位に対し，溢水防護対

象設備が安全機能を損なうおそれが

ある高さ (以下「機能喪失高さ」とい

う。)を比較し，溢水防護対象設備が没

水により安全機能を損なわないこと

を評価する。  

 

また，溢水の流入状態，溢水源から

の距離，溢水が滞留している区画での

人のアクセスによる一時的な水位変

動を考慮し，機能喪失高さは発生した

溢水による水位に対して安全余裕を

確保する設計とする。  

 

さらに，床勾配のある区画について

は，床面高さのばらつきを考慮し安全

余裕を確保する設計とする。  

 

没水の影響に対する評価結果を踏

まえ，壁，防水扉及び水密扉，堰，床

ドレン逆止弁の設置等により，溢水防

護対象設備が没水により安全機能を

損なわない設計とする。  
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設計とする。  

 

（燃料加工建屋外で発生する溢水に

関する溢水評価及び防護設計方針）  

燃 料加工建屋外で発生を想定す

る溢水が，溢水防護区画に流入する

おそれがある場合には，燃料加工建

屋外で発生を想定する溢水による

影響を評価する上で期待する範囲

を境界とした燃料加工建屋内への

流 入 を 壁 ( 貫 通 部 止 水 処 置 を 含

む。)，扉，堰等により防止する設計

とし，溢水防護対象設備が安全機能

を損なわない設計とする。  

 

 

 

 

また，地下水に対しては，流入経

路に地下水面からの水頭圧に耐え

る壁 (貫通部止水処置を含む。)，扉

等による流入防止措置を実施する

ことにより，地下水の流入による影

響を評価する上で期待する範囲を

境界とした燃料加工建屋内への流

入を防止する設計とし，溢水防護対

象設備が安全機能を損なわない設

計とする。  

（燃料加工建屋外で発生する溢水に

関する溢水評価及び防護設計方針）  

燃料 加 工建 屋 外で 発 生を 想 定す る

溢水が，溢水防護区画に流入するおそ

れがある場合には，燃料加工建屋外で

発生を想定する溢水による影響を評

価する上で期待する範囲を境界とし

た燃料加工建屋内への流入を壁 (貫通

部止水処置を含む。)，扉，堰等により

防止する設計とし，溢水防護対象設備

が安全機能を損なわない設計とする。 

 

屋外 タ ンク 等 の溢 水 が建 屋 に流 入

しないよう建屋外壁の 開口部の設置

高さを確保する設計とする。  

 

また，地下水に対しては，流入経路

に地下水面からの水頭圧に耐える壁

(貫通部止水処置を含む。)，扉等によ

る流入防止措置を実施することによ

り，地下水の流入による影響を評価す

る上で期待する範囲を境界とした燃

料加工建屋内への流入を防止する設

計とし，溢水防護対象設備が安全機能

を損なわない設計とする。  

 

 

２．２  第１回申請の対象範囲  

  「２．１  申請書における記載内容」に示す設計方針は，溢水影響評

価や評価を踏まえた防護設計に係る設計方針を示すものであるが、当

該設計方針において燃料加工建屋を構成する部材等の設計（構造、強

度等）の前提条件として新たに付与する事項はなく，建屋設計として

考慮されているコンクリート強度や床段差等の設計事項を適用して溢

水防護設計を行っている。このため，設工認申請における燃料加工建

屋としての申請対象範囲に関係して，溢水対策の要求として設計する

事項はない。  

  溢水防護区画：溢水防護対象設備を設置する部屋等を防護区画と

して設定する、溢水評価における経路設定等に防護区画を用いる

が、火災区画構築物のように壁厚等を設定するうえでの条件を溢

水として要求することはない。  

  床：溢水評価において床勾配のある区画については，床面高さのば

らつきを考慮するとしているが、設定される勾配を考慮するとす
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るもので、勾配の条件を溢水として要求することはない。  

  貫通部：建屋外からの溢水の流入を防止する対策として考慮する

が、貫通部を設ける必要のある設備との関係を踏まえて設定する

ものとし、建物としての要求事項としない。  

  建屋外壁の開口部：建屋外での溢水の流入を防止するための措置

として建屋外壁の開口部の設置高さを確保することが必要となり、

建屋の設計として予め設定する必要があることから、第 1 回申請

対象である燃料加工建屋の設計として示す。具体的には、添付にお

いて、「屋外タンク等の溢水が建屋に流入しないよう建屋外壁の開

口部の設置高さを確保する設計とする。」ことを設計方針と示し、

添付図面において建屋開口部の設置高さを示すとともに、具体的

な設計情報を補足説明により示す。  

   上記に示す考え方を踏まえ、燃料加工建屋の仕様表及び添付図面に

おいて，建屋開口部の設置高さ及び壁の材料に係る設計情報を示す。

（参考資料－１）  

 

３．他の技術基準条文に係る整理  

（１）  新規制基準を受けた設工認変更申請については、4 つのグループに分

け、７つの申請書に分割して申請する計画としている。  

（２）  第１回申請では、施設全体に関する共通事項に加え、申請対象として

いる燃料加工建屋の設計及び工事の計画に係る事項を申請する。  

（３）  溢水による損傷の防止に関しては，第１回申請において，施設全体に

係る内容として，溢水影響評価や評価を踏まえた防護設計に係る基本

方針を申請する。  

（４）  溢水による損傷防止に関する事項以外の技術基準適合性説明に関し，

第１回の設工認申請の対象とする技術基準の条文（基本設計方針の記

載の適正化を含む）に対して、燃料加工建屋（建屋を構成する部材（壁、

床、天井等）及び建屋の建具（扉、フード等））の設計に関係する事項

の有無を以下に示す。  

技術基準条文  適合性に係る説明の概要  

安全機能を有する施

設の地盤（第５条）  

重大事故等対処施設

の地盤（第２６条）  

間接支持構造物である燃料加工建屋を設置する地盤に対し

て必要な接地圧を有することを要求するものであり、接地

される設置される建物の寸法や材料が関係するものの、地

盤の要求から建屋を構成する部材等の寸法等を設定するも

のではない。  

地震による損傷の防

止（第６条，第２７

条）  

間接支持構造物である燃料加工建屋が支持する主要設備等

の耐震重要度に適用する地震動による地震力に対して支持

機能が損なわれないことを要求するものであり、当該要求

事項により建屋を構成する部材等の寸法等を設定する。な

お、当該条文に対して、耐震設計の方針及び耐震性が要件を
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満足することの評価に係る設計方針示す。第１回申請の設

工認申請書の仕様表、添付書類（計算書）に設計情報等を示

す。仕様表の記載事項については、補足説明資料「第１回申

請の仕様表記載項目について」に示す。  

なお、燃料加工建屋内に設置する設備に係る設計方針につ

いては、設備を申請する申請書において示す。  

津波による損傷の防

止（第７条，第２８

条）  

燃料加工建屋を設置する敷地に係る津波に対する設計方針

であり、津波の要求から建屋を構成する部材等の寸法等を

設定するものではない。  

外部からの衝撃によ

る損傷の防止（第８

条）  

外部衝撃の各事象に対する防護設計に係る設計方針であ

り、防護対象施設を収納する建屋として燃料加工建屋の外

郭となる壁等の設計情報に加え、竜巻等の外部衝撃から防

護対象施設が機能を損なわないために必要となる扉、フー

ド等の建屋の建具に対する設計方針を示す。  

ただし、外部からの衝撃による要求事項によって建屋を構

成する部材等の寸法等を設定するものではない。  

扉、フード等の建屋の建具に係る設計方針及び設計情報に

ついては、添付書類（強度計算の方針）、添付図面及び補足

説明資料「建屋開口部の防護について」において示す。  

加工施設への人の不

法 は 侵 入 等 の 防 止

（第９条）  

燃料加工建屋を設置する敷地における人の不法な侵入等の

防止に係る設計方針であるが、不法な侵入等の防止の設計

からの要求によって建屋を構成する部材等の寸法等を設定

するものではない。  

閉じ込め機能（第１

０条）  

放射性物質を限定した区域に閉じ込めるための設計方針を

示すものであり、燃料加工建屋は区域の境界になるもので

あるが、閉じ込めの要求によって建屋を構成する部材等の

寸法等を設定するものではない。  

火災等による損傷の

防止（第１１条，第２

９条）  

火災等により火災防護上重要な設備、重大事故等対処設備

の機能が損なわれないための発生防止等の設計方針を示す

ものであり、火災防護上重要な設備等を設置する箇所に設

定する火災区域等を構成する火災区域構築物及び火災区画

構築物（壁、扉等）の耐火性能を満足するための寸法等を設

定するものである。第１回申請の設工認申請書の仕様表に

設計情報等を示す。仕様表の記載事項については、補足説明

資料「第１回申請の仕様表記載項目について」に示す。  

なお、火災区域等の境界にあたる扉等であっても、設備の設

計として示す必要がある場合は、関係する設備を申請する

申請書において設計方針を示すこととし，第１回申請の対

象としない。  

安全避難通路等（第

１３条）  

燃料加工建屋内に設定する安全避難通路等に係る設計方針

であるが、安全避難通路の設計からの要求によって建屋を

構成する部材等の寸法等を設定するものではない。  

安全機能を有する施

設（第１４条）  

燃料加工建屋は安全機能を有する施設に属することから、

安全機能を有する施設に共通的な設計方針を示すものであ

り、建屋を構成する部材等の寸法等を設定するものではな

い。  

核燃料物質等による

汚染の防止（第２１

条）  

汚染防止に係る燃料加工建屋内の管理区域での床、壁への

塗装等の設計方針であるが、汚染の防止の設計からの要求

によって建屋を構成する部材等の寸法等を設定するもので

はない。  
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遮蔽（第２２条）  施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺

の線量が線量限度を十分に下回る等の設計方針を示すもの

であり、遮蔽の要求事項を満足するために必要な壁等の寸

法等を仕様表において示すが、遮蔽設計からの要求によっ

て建屋を構成する部材等の寸法等を設 定するものではな

い。  

なお、建屋の部材等の構造が評価の前提となることから、第

1 回申請において申請対象である燃料加工建屋に係る遮蔽

設備の仕様、遮蔽設計に係る評価条件、評価結果等を仕様

表、添付書類及び補足説明資料において示す。様表の記載事

項については、補足説明資料「第１回申請の仕様表記載項目

について」に示す。  

重大事故等対処設備

（第３０条）  

重大事故等対処設備に対する建屋に係る設計方針を示すも

のであり、重大事故等対処設備の設計からの要求によって

建屋を構成する部材等の寸法等を設定するものではない。  

第 1 回申請対象である燃料加工建屋に対し、地震を要因と

する重大事故等に対処するための設備を設置する施設とし

ての設計方針等を示すとともに、基準地震動を超える地震

に対する耐震評価においては、耐震性に関する説明書で計

算方針、判定基準、計算結果を示す。  

 

（５）  上記の結果、第１回申請において燃料加工建屋の設計に直接関係する

事項としては、「地震による損傷の防止」、「外部からの衝撃による損傷

の防止」、「火災等による損傷の防止」であり、これらの設計方針にお

いては建屋を構成する部材（壁、床、天井等）及び建屋の建具（扉、

フード等）を対象として，第１回申請において設計方針等を示す。「遮

蔽」及び「重大事故等対処設備」の条文については，第１回申請にお

いて，燃料加工建屋の設計に直接関係する事項ではないが，健全性評

価等を行う際に，詳細設計としての考慮が必要な事項を示すこととす

る。  

以  上  
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参考資料－１  

燃料加工建屋  仕様表  

 変更前  変更後  

名称  －  
燃料加工建屋 ＊ 1＊ 2  

(再処理施設と共用 ) 
変更なし  

種類＊ 4 －  鉄筋コンクリート造 ＊ 6 

主

要

寸

法  

たて×横 ＊ 5 m 87.30＊ 3×88.30＊ 3 

高さ  m 
地上  21.30＊ 3  

地下  23.47＊ 3 

地上  22.50＊ 3  

地下  変更なし  

壁

厚

さ  

東壁  m 1.30～ 2.50＊ 3＊ 7 

変更なし  

西壁  m 1.30～ 2.50＊ 3＊ 7 

南壁  m 1.30～ 2.50＊ 3＊ 7 

北壁  m 1.30～ 2.50＊ 3＊ 7 

主要材料  －  鉄筋コンクリート ＊ 8 

個数  －  1 

基

礎  

種類＊ 4 －  
直接基礎（鉄筋コンクリ

ート造）  

主

要

寸

法  

たて×横  m 87.30＊ 3×88.30＊ 3 

高さ  m 2.7 

主要材料  －  鉄筋コンクリート  

底面の標高  －  T.M.S.L.31.53m 

注記  ＊ 1：燃料加工建屋は，再処理施設と一部共用する。  

＊ 2：燃料加工建屋は， MOX 燃料加工施設にて設備登録を行ってい

る。  

＊ 3：公称値を示す。  

＊ 4：記載の適正化。既設工認には「主要構造」と記載。  

＊ 5：記載の適正化。既設工認には「南北方向，東西方向」と記載。  

＊ 6：記載の適正化。既設工認には「鉄筋コンクリート」と記載。  

＊ 7：記載の適正化。記載内容は，設計図書による。  

＊ 8：記載の適正化。既設工認には「鉄筋： JIS G 3112(鉄筋コンクリ

ート用棒鋼 )に定める SDN345 及び SD390 コンクリート： JASS5N

の規定による普通コンクリート設計基準強度 Fc=30N/mm 2  密度

2.15×103kg/m 3 以上」と記載。  
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1  第 2.2.1-5 図  燃料加工建屋地上 1 階平面図（ T.M.S.L.56.80m）（ 1/2）  

建屋開口床面高さ  

EL＋ 56.75m 

建屋開口床面高

EL＋ 56.80m 

建屋開口床面高

EL＋ 56.80m 

建屋開口床面高さ  

EL＋ 56.98m 

建屋開口床面高さ  

EL＋ 56.80m 

建屋開口床面高さ  

EL＋ 56.80m 

建屋開口床面高

EL＋ 55.80m 

建屋遮蔽（壁）  

建屋遮蔽（床）  

 

 

注記 1：  （遮蔽蓋，遮蔽蓋支持架台）は第 1回申請範 

囲外である。 

   2：＜ ＞付番号の部位は以下を示す。 

     Dは，遮蔽扉を示す。 

     Hは，遮蔽蓋を示す。 

     t は，スラブ厚を示す。 

3：建屋遮蔽（床）の特記なき寸法は 0.6mとする 
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2 

 

 

 

 

 

 

第 2.2.1-8 図  燃料加工建屋 A-A 断面図  

GL＝ EL＋ 55.00m 

注：建屋遮蔽（床）の特記なき寸法は 0.6m とする 
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